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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　一枚のブランクシートから一体的に打ち抜かれた箱体形成片から成り、この箱体形成
片に、平行に連接された側面と、この側面端部に形成された蓋片と、他の側面の上記蓋片
側端部に折罫線で区切られて形成され上記蓋片の外側面に糊付けされる外蓋片が設けられ
、上記外蓋片は、上記折罫線に対して直角方向に形成された２本の断続する切込線により
三分割可能に形成され、上記外蓋片の両端部は一対の外蓋片糊付け片となり、外蓋片の中
央部分は吊下げ片となり、前記外蓋片と上記側面の間の折罫線には、断続する開封用の切
込線が設けられ、上記開封用の切込線の中央付近では、上記開封用の切込線が折罫線から
離れて上記側面の中央側にコ字状に続き、コ字状部分は前記外蓋片の２本の切込線よりも
上記側面の外側の位置で上記折罫線に続いていることを特徴とする包装用箱。
【請求項２】
　　一枚のブランクシートから一体的に打ち抜かれた箱体形成片から成り、この箱体形成
片に、平行に連接された側面と、この側面端部に形成された蓋片と、他の側面の上記蓋片
側端部に折罫線で区切られて形成され上記蓋片の外側面に糊付けされる外蓋片が設けられ
、上記外蓋片の内側には、断続する切込線で囲まれた外蓋片糊付部が、上記折罫線に隣接
して設けられ、上記切込線は上記外蓋片の端縁部に沿って半楕円状に形成され、上記外蓋
片の上記切込線の外側は吊下げ片となり、前記外蓋片が形成された上記側面には、上記折
罫線の上記切込線に当接する部分の各々外側から、上記側面の内側へコ字状を描いて連続
する開封用の切込線が形成されていることを特徴とする包装用箱。
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【請求項３】
　　上記蓋片の先端部には差込片が折罫線で区切られて設けられ、上記外蓋片と上記外蓋
片が設けられた側面とを切断してこの包装用箱を開封した後、上記差込片をこの側面内側
に差し込むことにより再封可能としたことを特徴とする請求項１又は２記載の包装用箱。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、フック等に吊り下げて陳列する吊下げ片が一体に設けられている包装用箱
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、商品を収容し店頭でフック等に吊り下げて陳列する包装用箱があった。このよう
な包装用箱は、一枚のブランクシートから一体的に打ち抜かれた箱体形成片から成り、こ
の箱体形成片に、平行に連接された側面と、この側面端部に形成された上蓋片が設けられ
、さらに、組立状態で上蓋片が延長して設けられた側面に対向する他方の側面端部に、吊
下げ片が上方に延長して設けられていた。また、上蓋片の先端には、この吊下げ片が設け
られた側面内側に差し込まれて係止される差込片が形成されていた。そして、上蓋片と吊
り下げ片の間の側面には、一対のフラップが延設されていた。
【０００３】
　この包装用箱の組立方法は、まず四つの側面を隣接する側面同士が直角となるように筒
状に組み立てる。そして一対のフラップを各側面に対して直角に折り曲げ、その上に蓋片
を側面に対して直角に折り曲げ蓋をする。さらに吊下げ片の反対側の底蓋片も同様に組み
立てる。蓋片の先端の差込片は、吊下げ片が設けられた側面内側に差し込まれ、フラップ
の端縁部に係止され、蓋片は係止される。吊下げ片は、蓋片に対して直角に上方へ立設さ
れている。そして、この包装用箱は、吊下げ片をフック等に係止し、吊り下げた状態で商
品を陳列する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　上記従来の技術の場合、商品の自重等により吊り下げ片が設けられた側面が撓み、蓋片
の差込片と吊下げ片が設けられた側面内側との間に隙間が形成され、ここから埃等の異物
が進入しやすいものであった。また、この部分を糊付け等してしまうと、一旦開封した後
の再封ができなくなり、不都合なものであった。
【０００５】
　この発明は上記従来の問題点に鑑みてなされたものであり、吊り下げ可能であって異物
の進入を抑え、再封可能な包装用箱を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、一枚のブランクシートから一体的に打ち抜かれた箱体形成片から成り、こ
の箱体形成片に、平行に連接された側面と、この側面端部に形成された蓋片と、他の側面
の蓋片側の端部に折罫線で区切られて形成され上記蓋片の外側面に糊付けされる外蓋片が
設けられ、上記外蓋片は、上記折罫線に対して直角方向に形成された２本の断続する切込
線により三分割可能に形成され、上記外蓋片の両端部は一対の外蓋片糊付け片となり、外
蓋片の中央部分は吊下げ片となり、前記外蓋片と上記側面の間の折罫線には、断続する開
封用の切込線が設けられ、上記開封用の切込線の中央付近では、上記開封用の切込線が折
罫線から離れて上記側面の中央側にコ字状に続き、コ字状部分は前記外蓋片の２本の切込
線よりも上記側面の外側の位置で上記折罫線に続いている包装用箱である。
【０００７】
　またこの発明は、一枚のブランクシートから一体的に打ち抜かれた箱体形成片から成り
、この箱体形成片に、平行に連接された側面と、この側面端部に形成された蓋片と、他の
側面の上記蓋片側端部に折罫線で区切られて形成され上記蓋片の外側面に糊付けされる外
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蓋片が設けられ、上記外蓋片の内側には、断続する切込線で囲まれた外蓋片糊付部が、上
記折罫線に隣接して設けられ、上記切込線は上記外蓋片の端縁部に沿って略半楕円状に形
成され、上記外蓋片の上記切込線の外側は吊下げ片となり、前記外蓋片が形成された上記
側面には、上記折罫線の上記切込線に当接する部分の各々外側から、上記側面の内側へコ
字状を描いて連続する開封用の切込線が形成されている包装用箱である。
【０００８】
　また、上記蓋片の先端部には差込片が折罫線で区切られて設けられ、上記外蓋片が設け
られた側面から上記外蓋片を切断してこの包装用箱を開封した後、上記差込片をこの側面
内側に差し込むことにより再封可能に設けられている。
【０００９】
　この発明の包装用箱は、外蓋片糊付け部や側面の一部を切り離して小形の吊下げ片が形
成され、上記吊下げ片と蓋片との透き間が少なく、ゴミの進入を抑える。また、この箱体
形成片は、上記外蓋片を側面から切断して開封した後も、蓋片に設けられた差込片をこの
側面の内側に差し込むことにより再封可能に設けられている。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　以下、この発明の実施形態について図面に基づいて説明する。図１～図３はこの発明の
第一実施形態を示すもので、この実施形態の包装用箱１０は、図１に示す箱体形成片１２
が、紙製等の一枚のブランクシートを打ち抜いて形成されている。この箱体形成片１２は
、側面１４、１６、１８、２０が一体に連接して形成されている。さらに組み立て状態で
側面２０の内側に糊付けされる糊付け片２２が、側面１４の側方に連接して形成されてい
る。糊付け片２２、側面１４、１６、１８、２０は各々折罫線２４、２６、２８、３０で
区切られている。
【００１１】
　上蓋片３２は、折罫線３４で側面１４の上端と区切られている。上蓋片３２には、さら
に差込片３６が折罫線３８で区切られて形成され、折罫線３８の両端部には、折罫線３８
に平行な切込４０が各々設けられている。フラップ４２は、折罫線４４で側面１６の上端
と区切られて設けられ、フラップ４２の折罫線２８に近い部分に段部４６が形成されてい
る。そしてフラップ４８は、折罫線５０で側面２０の上端と区切られて設けられ、フラッ
プ４８の折罫線３０に近い部分にも段部４６が形成されている。
【００１２】
　そして、側面１８には、上蓋片３２とほぼ同じ大きさの外上蓋片５１が、折罫線５２で
区切られて設けられている。外上蓋片５１は、折罫線５２に対して直角方向に形成された
２本の断続する切込線５４により三分割可能に形成され、外蓋片５１の両端部は一対の外
上蓋片糊付け片５６となり、外蓋片５１の中央部分は吊下げ片５７となる。吊下げ片５７
の中央には円形の透孔５８が形成されている。
【００１３】
　また、折罫線５２には、断続する切込線６０が設けられ、切込線６０の中央付近では、
切込線６０が折罫線５２から離れて側面１８の中央側にコ字状に続いている。切込線６０
のコ字状部分は、切込線５４よりも側面１６，２０寄りの位置で折罫線５２に続いている
。
【００１４】
　側面１４には、底蓋片６２が設けられ、折罫線６４で側面１４の下端と区切られている
。また、底フラップ６６、６８が、折罫線７０、７２で側面１６、２０で区切られて設け
られている。側面１８には、底蓋片６２とほぼ同じ大きさの外底蓋片７４が、折罫線７６
で区切られて設けられている。
【００１５】
　次にこの実施の形態の包装用箱１０の組立方法について説明する。なお、ここでは図１
がこの包装用箱１０の箱体形成片１２の紙面表面側を見たものであり、図１において紙面
表面側が凸になる折り方を正折り、そして、紙面表面側が凸になる折り方を逆折りと称す
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る。
【００１６】
　まず、箱体形成片１２の糊付け片２２表面に糊７８を塗布し、例えば折罫線２６、３０
を正折りし、図２に示すように糊付け片２２の表面を側面２０の裏面に糊付けする。
【００１７】
　次に商品を収容し包装する工場等において、図２に示す状態から折罫線２４、２６、２
８、３０を各々９０°に正折りして四角形の箱体にする。そして、折罫線７０、７２で底
フラップ６６，６８を正折りし、その後折罫線６４で底蓋片６２を正折りし、さらに折罫
線７６で外底蓋片７４を正折りし底蓋片６２に糊付けする。この状態で、商品を箱体形成
片１２による箱体の中に入れる。
【００１８】
　次に、折罫線４４、５０でフラップ４２、４８を正折りし、その後折罫線３４で上蓋片
３２を正折りし、差込片３６を側面１８の内側に差し込む。さらに、外上蓋片５１の外上
蓋片糊付け片５６裏面に糊７８を塗布し、外上蓋片５１を折罫線５２で正折りし、外上蓋
片糊付け片５６を上蓋片３２に糊付けする。
【００１９】
　この実施形態の包装用箱１０の使用方法は、店頭で吊り下げて陳列するときは、図３に
示すように切込線５４を切断して吊下げ片５７を外上蓋片糊付け片５６から切り起こし折
罫線５２で側面１８とつながった状態で、フック等を透孔５８に入れて吊下げる。
【００２０】
　また、棚等に置いて陳列するときは、切込線５４を切断しない状態でもよい。また、包
装用箱１０を開封するときは、側面１８に設けられた切込線６０の中央付近を押して切断
し、外上蓋片糊付け片５６を側面１８から分離して引き起こす。このとき外上蓋片糊付け
部５６に糊付けされた上蓋片３２が折罫線３４で上方に開き、開封される。側面１８から
切り離された外上蓋片糊付け片５６は上蓋片３２に糊付けされた状態を維持している。
【００２１】
　この実施形態の包装用箱１０によれば、吊下げ片５７が小形で側面１８の上端部分より
も小さく形成され、側面１８の上端部分の大部分は外上蓋片糊付け片５６により閉じられ
ているため、差し込み部等からのゴミ等の異物の進入が少なく、衛生的である。そして、
側面１８の切込線６０を切って開封した後、上蓋片３２の差込片３６を側面１８内側に差
し込み、上蓋片３２の切込線４０をフラップ４２、４８の段部４６、４６に係止すること
により再度閉めることができる。また、吊下げ片５７は、陳列する状態に合わせて、使用
するか否かを選択することができる。さらに、切込線６０を切断して開封したとき、外上
蓋片糊付け片５６は上蓋片３２に糊付けされているため、切り起こした破片等のゴミが発
生しない。
【００２２】
　次に、この発明の第二実施形態について図４、図５に基づいて説明する。ここで、上述
の実施の形態と同様の部材は同一の符号を付して説明を省略する。この実施形態の包装用
箱８０は、図４に示す箱体形成片８２が、紙製等の一枚のブランクシートを打ち抜いて形
成されている。
【００２３】
　側面１８の、外底蓋片７４と反対側の端部には、外上蓋片８４が折罫線８６で区切られ
て設けられている。外上蓋片８４の内側には、断続する切込線８８で囲まれた外上蓋片糊
付部９０が、折罫線８６に隣接して設けられている。切込線８８は、外上蓋片８４の端縁
部に沿って略半楕円状に形成され、この半楕円状の中央付近は、わずかに外側に小さい半
円状に膨らんで設けられている。外上蓋片８４の切込線８８の外側は、吊下げ片８９とな
る。そして側面１８には、折罫線８６の切込線８８に当接する部分の各々少し外側から、
側面１８の内側へコ字状を描いて連続する切込線９２が形成されている。
【００２４】
　この実施の形態の包装用箱８０の組立方法は、商品を収容し包装する工場等において、
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折罫線２４、２６、２８、３０を各々９０°に正折りし、底フラップ６６、６８、底蓋片
６２、外底蓋片７４を組み立て、商品を入れる。つぎに、折罫線４４、５０でフラップ４
２、４８を正折りし、その後折罫線３４で上蓋片３２を正折りし、差込片３６を側面１８
の内側に差し込む。さらに、外上蓋片８４の外上蓋片糊付部９０裏面に糊７８を塗布し上
蓋片３２に糊付けする。
【００２５】
　この実施形態の包装用箱８０の使用方法は、店頭で吊り下げて陳列するときは、図５に
示すように切込線８８を切断して吊下げ片８９を外上蓋片８４から切り起こし、切込線８
８で形成された透孔に、フック等を入れて吊り下げる。なお、棚等に置いて陳列するとき
は、切断線８８を切断しない状態でもよい。
【００２６】
　また、包装用箱８０を開封するときは、側面１８に設けられた切込線９２の中央付近を
押して切断し、外蓋片糊付け部９０を側面１８から分離して引き起こす。このとき、外上
蓋片糊付け部９０に糊付けされた上蓋片３２が上方に開き、開封される。側面１８から切
り離された外上蓋片糊付け部９０は上蓋片３２に糊付けされているため、切り起こした破
片等のゴミが発生しない。
【００２７】
　この実施形態の包装用箱８０は、上記実施の形態と同様の効果を有するものである。側
面１８の上端部分の大部分は、外上蓋片糊付け部９０により閉じられているため、埃等の
進入が少なく、衛生的である。
【００２８】
　次に、その他の実施形態について図６，図７に基づいて説明する。ここで、上述の実施
の形態と同様の部材は同一の符号を付して説明を省略する。この実施形態の包装用箱９４
は、図６に示す箱体形成片９６が、紙製等の一枚のブランクシートを打ち抜いて形成され
ている。
【００２９】
　側面２０の側方には、側面１４の内側に糊付けされる内側面９８が折罫線１００で区切
られて設けられている。内側面９８は、必要に応じて折罫線１００に隣接する側縁部を残
して下半分が切り欠かれている。内側面９８の切り欠かれていない端部には、小形の内側
面フラップ１０２が折罫線１０４で区切られて設けられている。
【００３０】
　側面１４には、折罫線３４の中央付近に隣接する台形の吊下げ片１０６が、断続する切
込線１０８で囲まれて形成されている。また側面１４には、吊下げ片１０６の、折罫線３
４と反対側の辺に隣接して半円形の透孔１１０が形成されている。また、吊下げ片１０６
の中央に、円形の透孔１１２が形成されている。
【００３１】
　側面１８には、外上蓋片１１４が折罫線１１６で区切られている。折罫線１１６には、
断続する切込線１１８が設けられ、切込線１１８の中央付近では切込線１１８は折罫線１
１６から離れて側面１８の中央側へ半円を描いて連続している。
【００３２】
　次にこの実施形態の包装用箱９４の組立方法について説明する。なお、ここでは図６が
この包装用箱９４の箱体形成片９６の紙面表面を見たものであり、内側面９８表面に折罫
線１００に近い側縁部と折罫線１００と反対側の側縁部に糊７８を塗布し、例えば折罫線
１００、２８を正折りし、内側面９８表面を側面１４の裏面に糊付けする。
【００３３】
　次に商品を収容し包装する工場等において、折罫線２６、２８、３０、１００を各々９
０°に正折りして四角形の箱体にする。そして、折罫線７０、７２で底フラップ６６、６
８を正折りし、その後折罫線６４で底蓋片６２を正折りし、さらに折罫線７６で外底蓋片
７４を正折りし底蓋片６２に糊付けする。この状態で、商品を箱体形成片１２による箱体
の中に入れる。次に、折罫線４４、５０でフラップ４２、４８を正折りし、その後折罫線
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１０４で内側面フラップ１０２を、そして折罫線３４で上蓋片３２を互いに重ねた状態で
正折りし、差込片３６を側面１８の内側に差し込む。さらに、外上蓋片１１４裏面に糊７
８を塗布し、外上蓋片１１４を折罫線１１６で正折りし、外上蓋片１１４を上蓋片３２に
糊付けする。
【００３４】
　この実施形態の包装用箱９４の使用方法は、店頭で吊り下げて陳列するときは、透孔１
１０に指を差し込んで切込線１０８を切断し、図７に示すように吊下げ片１０６を側面１
４から一部分離して折罫線３４で引き起こし、フック等を透孔１１２に入れて吊り下げる
。このとき、側面１４には吊下げ片１０６と同じ形状の透孔が形成されるが、内側側面９
８が側面１４裏面に糊付けされているため、開口が塞がれ安全である。さらに、側面１８
の折罫線３４側端部には、内側面フラップ１０２が上蓋片３２の内側に位置し、隙間を塞
いでいる。なお、棚等に置いて陳列するときは、切断線１０８を吊下げ片１０６を引き起
こさない状態でもよい。
【００３５】
　また、包装用箱９４を開封するときは、側面１８に設けられた切込線１１８を押して切
断し、外上蓋片１１４を側面１８から分離して引き起こす。このとき、外上蓋片１１４に
糊付けされた上蓋片３２が上方に開き、開封される。外側面１８から切り離された外上蓋
片１１４は上蓋片３２に糊付けされているため、切除片等のゴミが発生しない。
【００３６】
　この実施形態の包装用箱９４は、上記実施の形態と同様の効果を有するものである。側
面１４の上端部分の大部分は、上蓋片３２により閉じられているため、ゴミ等の進入が少
なく、衛生的である。
【００３７】
　なお、この発明包装用箱は、上記各実施の形態に限定されるものではなく、素材や、各
差込片や吊下げ片の形状等、適宜変更可能である。
【００３８】
【発明の効果】
　この発明の包装用箱は、箱体形成片から小形の吊下げ片を切り離して上方に引き起こし
、吊下げ片でフック等に吊り下げて陳列することができる。吊下げ片は小形で、吊下げ片
が設けられた側面の上端部分の大部分は蓋片に閉じられているため、吊下げ片との間に生
じる隙間が小さく、埃等が進入しにくく、衛生的であり安全である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の第一実施形態の包装用箱の展開図である。
【図２】　この実施形態の糊付け工程が完了した状態を示す正面図である。
【図３】　この実施形態の包装用箱の斜視図である。
【図４】　この発明の第二実施形態の包装用箱の展開図である。
【図５】　この実施形態の包装用箱の斜視図である。
【図６】　その他の実施形態の包装用箱の展開図である。
【図７】　その他の実施形態の包装用箱の斜視図である。
【符号の説明】
　１０　包装用箱
　１２　箱体形成片
　１４，１６，１８，２０　側面
　２２　糊付け片
　３２　上蓋片
　３６　差込片
　４０　切込
　５４，６０　切込線
　４２，４８　フラップ
　５１　外上蓋片
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　５６　外上蓋片糊付け片
　５７　吊下げ片
　５８　透孔
　６２　底蓋片
　６６　底フラップ
　７４　外底蓋片

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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